
 

 

 

 

 

  

 

 

【今月の一言】 

将棋の藤井棋聖の快進撃が素晴らしかったです

ね。将棋に関しては全くの無知でしたが、明るいニ

ュースが少ない中、ポジティブな話題はホッとしま

す。熱量とテンション高めの解説も、クスッとしな

がらついつい耳を傾けてしまいます。まだまだ対局

が控えているようなので、頑張ってほしいですね。 

それでは今月もベイヒルズ社労士事務所便りを

お届けいたします。 （事務員 S） 

新型コロナ感染症による社会保険の標

準報酬月額の特例改定 

◆標準報酬月額の特例改定 

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により

休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方

について、一定の条件に該当する場合は、事業主か

らの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準

報酬月額を、通常の随時改定（４か月目に改定）に

よらず、特例により翌月から改定可能となりました。 

◆対象となる方 

以下の３つの要件すべてに該当している方が対

象となります。 

①事業主が新型コロナウイルス感染症の影響によ

り休業（時間単位を含む）させたことにより、急

減月（令和２年４月から７月までの間の 1 か月で

あって、休業により報酬が著しく低下した月とし

て事業主が届け出た月）が生じた方 

②急減月に支払われた報酬の総額（１か月分）に該

当する標準報酬月額が、既に設定されている標準

報酬月額に比べて、２等級以上下がった方 

※固定的賃金（基本給、日給等単価等）の変動が

ない場合も対象となります。 

③特例による改定を行うことについて、本人が書面

により同意している方 

※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同

意が必要です（改定後の標準報酬月額に基づき、

傷病手当金、出産手当金および年金の額が算出さ

れることへの同意を含む）。 

※本特例措置は、同一の被保険者について複

数回申請を行うことはできません。 

◆対象となる保険料 

令和２年４月から７月までの間に休業により

報酬等が急減した場合に、その翌月の令和２年

５月から８月分保険料が対象となります。 

※令和３年１月末日までに届出があったもの

が対象となります。それまでの間は遡及して申

請が可能ですが、給与事務の複雑化や年末調整

等への影響を抑えるため、改定をしようとする

場合はできるだけ早めの手続きが求められます。 

◆注意事項 

◎ 通常の月額変更届・算定基礎届と提出先が

異なります。 

⇒管轄年金事務所に郵送か、窓口へ提出 

◎ 通常の月額変更届・算定基礎届と様式が異

なります。 

⇒日本年金機構ホームページからダウン

ロードできます。 

◎ この特例改定の届出は、電子証明書を利用

した e-Gov からの電子申請や G ビズ ID

を利用した電子申請、電子媒体による申請

には現時点では対応していません。 

◎ 特例改定の届出を行うか否かにかかわら

ず、通常の算定基礎届の提出は変更なく必

用です。 

【日本年金機構のリーフレット】より 

公益通報者保護法が改正されまし

た！ 

公益通報者保護法の一部を改正する法律案が

６月８日に成立、同月 12 日に公布されました

（令和２年法律第 51号）。 

以下、公益通報者保護制度の概要と改正内容

についてご紹介します。 

◆公益通報者保護制度とは？ 

公益通報者保護制度とは、国民生活の安心や

安全を脅かす事業者の法令違反の発生と被害の

防止を図るため、公益のために事業者の法令違

反行為を通報した事業者内部の労働者への解雇

等不利益な取扱いを禁止する制度です。 

◆改正１：事業者自ら不正を是正しやすくする

とともに、安心して通報を行いやすくする 

① 事業者に対し、内部通報に適切に対応する

ために必要な体制の整備等（窓口の設定、

調査、是正措置等）が義務付けられます。

（従業員数 300 人以下の中小事業者は努

力義務）。 

② の実効性を確保するために、行政措置（助

言・指導、勧告および勧告に従わない場合

の公表）が行われます。 

③ 内部調査等に従事する者に対し、通報者を

特定させる情報の守秘が義務付けられ、違

反した場合には刑事罰が科されます。 

◆改正２：通報を行いやすくする 

① 権限を有する行政機関への通報の条件（現

行は「信じるに足りる相当の理由がある場

合の通報」）に「氏名等を記載した書面を提

出する場合の通報」が追加されました。 

② 報道機関等への通報の条件（現行は「生命・

身体に対する危害」）に、「財産に対する損

害（回復困難または重大なもの」が追加さ

れ、また、「通報者を特定させる情報が洩れ

る可能性が高い場合」も追加されました。 

③ 権限を有する行政機関における公益通報に

適切に対応するために必要な体制の整備等

についても規定されました。 

◆改正３：通報者がより保護されやすくする 

内部通報・外部通報の実行化に向けた改正 

① 労働者だけでなく、退職者（退職後１年以

内）や役員も保護対象とされる 

② 保護される通報についての変更点 

現行：刑事罰の対象となる通報のみ⇒ 

改正後：行政罰対象の通報も保護 

③ 保護の内容について、通報に伴う損害

賠償責任の免除を追加しました。 

施行は、公布の日から起算して２年を超

えない範囲内において政令で定める日と

なります。 

８月の税務と労務の手続 

［提出先・納付先］ 
11 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の

納付 ［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出 

＜前月以降採用の労働者がいる場合＞ 

  ［公共職業安定所］ 

31 日 

○ 個人事業税の納付＜第１期分＞ 

  ［郵便局または銀行］ 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付

＜第２期分＞ ［郵便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付 

  ［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出 

  ［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使

用状況報告書の提出 ［職安］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被

保険者でない場合） 

＜雇入れ・離職の翌月末日＞ ［職安］ 

○ 労働保険の今年度の概算保険料の申告

と昨年度分の確定保険料の申告書の提

出期限＜年度更新＞［労働基準監督署］ 

※提出・納付期限が、土曜・日曜・祭日と

重なる場合は、翌日になります。 
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